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コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
概
念
史
の
歴
史
的
特
質

法
学
者
に
よ
る
学
識
法
が
間
接
的
に
実
務
を
支
配
し
て
い
た
大
陸
法
体
系
に
比
べ
、
大
学
教
育
と
独
立
し
た
法
曹
院
で
実
務
法
曹
を
教

育
し
て
い
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
に
お
い
て
は
あ
る
概
念
の
連
続
性
に
つ
い
て
ロ
ー
マ
法
ほ
ど
単
純
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
メ

イ
ト
ラ
ン
ド
が
イ
ギ
リ
ス
法
史
を
叙
述
す
る
ま
で
、
英
国
法
曹
に
と
っ
て
の
歴
史
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
権
威
的
書
物
や
実
務
理
論
家

に
よ
る
理
論
書
や
時
折
出
さ
れ
る
ロ
ー
・
リ
ポ
ー
ツ
と
い
っ
た
も
の
に
長
く
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
1
）

。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
は
法

学
者
の
歴
史
で
は
な
く
実
務
家
の
歴
史
で
あ
り
、
同
時
に
、
ケ
ー
ス
・
ロ
ー
で
あ
り
慣
習
法
で
あ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
は
法
制
史
、



一
六
四

法
実
務
、
法
理
論
の
間
に
明
確
な
線
引
き
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
（
2
）

。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
理
論
は
内
省
的
に
理
論
的
一
貫
性
を
志

向
す
る
よ
り
、
あ
る
時
点
で
既
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
仮
定
さ
れ
た
法
規
則
を
理
解
し
た
り
「
正
当
化
」
し
た
り
す
る
た
め
や
、
新
し

い
社
会
の
需
要
に
答
え
る
た
め
に
既
存
の
先
例
に
「
可
能
性
の
あ
る
解
釈
」
を
与
え
る
た
め
に
奉
仕
し
て
き
た
。
無
論
、
大
陸
法
に
も
判

例
実
務
は
存
在
し
（
3
）

、
新
し
い
社
会
の
需
要
に
答
え
る
た
め
に
ロ
ー
マ
法
学
は
古
代
の
テ
キ
ス
ト
に
自
覚
的
、
非
自
覚
的
に
建
設
的
な

「
間
違
っ
た
解
釈
」
を
加
え
て
き
た
と
も
言
え
る
（
4
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
権
威
と
な
る
テ
キ
ス
ト
が
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
以
来
基
本
的
に
変

化
せ
ず
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
「
概
念
」
も
既
に
所
与
の
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
き
た
点
は
異
な
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史

家
は
約
因
と
い
う
概
念
も
し
く
は
理
論
も
判
例
法
の
中
で
ど
の
時
点
で
明
確
に
「
確
立
」
し
て
き
た
の
か
、
も
し
く
は
「
結
晶
化
」
さ
れ

た
の
か
を
一
〇
年
前
後
の
単
位
の
ス
パ
ン
で
あ
る
程
度
正
確
に
特
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
あ
る
未
知
の
新
し
い
事
案
が
起
こ
っ
た

時
、
そ
の
問
題
の
解
決
に
ロ
ー
マ
法
な
り
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
中
で
知
ら
れ
る
過
去
の
理
由
付
け
な
り
を
参
考
に
し
て
、
恐
ら
く
は
何
通
り

か
の
有
力
な
「
理
由
付
け
」
と
解
決
が
提
示
さ
れ
、
時
間
が
経
つ
う
ち
に
そ
の
よ
う
な
複
数
の
「
理
由
付
け
」
は
淘
汰
さ
れ
て
い
き
、
生

き
残
っ
た
も
の
が
「
法
準
則
」
と
し
て
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
成
立
し
た
時
点
で
は
新
し
く
創
出
さ
れ
た
「
法
準

則
」
と
い
う
よ
り
「
過
去
か
ら
す
で
に
存
在
し
た
法
準
則
」
と
し
て
擬
制
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
は
ゲ
ル
マ
ン

的
な
「
古
き
良
き
法
」
の
概
念
も
関
係
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
後
の
法
政
史
家
は
「
理
由
付
け
」
な
り
「
概
念
」
な
り
を
実
際
存

在
し
た
よ
り
古
く
に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
遡
っ
た
時
代
に
、
特
定
の
概
念
が
実
際
に
そ
の
よ
う
な
文

脈
で
理
解
さ
れ
て
い
た
保
証
は
無
い
の
で
あ
る
（
5
）

。
ゆ
え
に
、
慣
習
法
で
あ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
概
念
史
、
理
論
史
よ
り
、「
ル
ー
ル
の

結
晶
化crystallization of a certain legal rule

」
を
論
じ
た
ほ
う
が
実
際
的
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
概
念
の
「
正
当
性
」

や
「
連
続
性
」
に
関
す
る
慣
習
法
体
系
の
不
明
瞭
性
は
、
特
に
、
ロ
ー
マ
法
に
は
存
在
し
な
い
コ
モ
ン
・
ロ
ー
固
有
の
概
念
に
関
す
る
場
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合
に
よ
り
問
題
と
な
る
。
け
だ
し
、
学
者
に
よ
る
外
在
的
洗
練
を
受
け
る
「
学
識
法
」
で
は
な
い
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
は
、
基
礎
的
な

諸
概
念
の
絶
え
間
な
い
乱
用
と
誤
用
の
歴
史
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
六
世
紀
の
約
因
論
は
「
引
受
訴
訟
」
の
中
の
文
言
と
し
て
生
ま
れ
た
。
そ
の
状
况
を
理
解
す
る
た
め
に
は
先
行
す
る
世
紀
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
契
約
法
の
基
礎
前
提
を
知
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

令
状
方
式form

s of action
か
ら
理
解
さ
れ
る
貸
金
訴
訟
と
合
意
訴
訟
の
本
質

初
期
の
ロ
ー
マ
法
が
「
契
約
」
と
い
う
一
般
概
念
を
持
た
ず
当
初
は
認
知
さ
れ
て
き
た
数
々
の
取
引
類
型
の
歴
史
的
集
合
体
で
し
か
な

か
っ
た
の
と
同
様
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
も
当
初
は
契
約
法
と
い
う
独
立
し
た
法
領
域
は
存
在
せ
ず
、
今
日
我
々
が
契
約
法
に
関
わ

る
と
理
解
す
る
様
々
な
権
利
保
護
の
体
系
で
あ
る
「
訴
訟
令
状
の
様
式
」
の
集
合
体
が
存
在
し
た
だ
け
で
あ
る
。「
令
状w

rit

」
は
本
来

は
行
政
的
な
「
命
令
文
書
」
で
あ
り
、
最
初
期
は
国
王
に
よ
る
個
別
的
、
例
外
的
な
権
利
救
済
で
あ
っ
た
が
、
一
二
世
紀
後
半
ヘ
ン
リ
ー

二
世
（
一
一
三
三
│
一
一
八
九
：
在
位
一
一
五
四
│
一
一
八
九
）
の
治
世
以
降
は
一
般
化
、
標
準
化
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
標
準
化

に
伴
い
行
政
の
効
率
化
の
た
め
、「
令
状
の
方
式
や
雛
形
」
が
固
定
し
、
そ
の
令
状
の
一
定
の
方
式
に
当
て
は
ま
る
場
合
に
権
利
救
済
が

さ
れ
て
い
っ
た
。
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
が
「
我
々
は
訴
訟
形
式
を
葬
っ
た
が
、
そ
れ
は
未
だ
我
々
を
墓
場
か
ら
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」

と
述
べ
た
よ
う
に
、
我
々
が
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
本
来
そ
の
権
利
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
考
え
る
場
合
、

既
に
廃
止
さ
れ
た
は
ず
の
「
令
状
の
方
式
に
内
在
す
る
権
利
保
護
の
ロ
ジ
ッ
ク
」
を
必
ず
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
（
6
）

。
ユ
ス
・
コ

ム
ー
ネ
の
法
律
家
の
思
考
が
ロ
ー
マ
法
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
方
向
性
が
与
え
ら
れ
て
き
た
（text orientated

）
と
す
る
と
、
英
米
法
の
法
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律
家
の
思
想
は
令
状
方
式
に
よ
り
方
向
性
が
与
え
ら
れ
て
き
た
（form

s of w
rit orientated

）
と
言
え
る
（
7
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
古
典
期
の
ロ
ー
マ
法
学
者
た
ち
と
違
い
、
恐
ら
く
は
学
識
法
と
し
て
の
ロ
ー
マ
法
の
影
響
か
ら
中
世
の
イ
ギ
リ
ス
の

法
律
家
は
「
契
約
」
や
「
合
意
」
と
い
っ
た
基
本
概
念
は
有
し
て
い
た
し
、
物
権
的
権
利
と
債
権
的
権
利
の
区
別
や
、
債
権
は
債
務
者
の

死
と
共
に
消
滅
す
る
と
い
っ
た
概
念
も
有
し
て
い
た
。

貸
金
訴
訟
の
物
権
的
寄
託
的
構
成

今
日
の
我
々
か
ら
見
て
契
約
法
に
当
た
る
訴
訟
形
式
の
中
で
、「
貸
金
令
状w

rit of debt

」、「
合
意
令
状w

rit of covenant

」、「
引

受
訴
訟
令
状w

rit of assum
psit

」
の
三
つ
が
特
に
重
要
で
あ
る
。「
貸
金
令
状w

rit of debt

」
は
請
求
権
の
あ
る
一
定
量
の
金
銭
や
一

定
量
の
種
類
物
を
回
復
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
が
、
こ
の
種
類
物fungibles

の
概
念
は
明
ら
か
に
ロ
ー
マ
法
の
消
費
貸
借
契
約

m
utuum

の
定
義
の
影
響
に
負
っ
て
い
る
（
8
）

。
し
か
し
な
が
ら
中
世
の
コ
モ
ン
ロ
ー
ヤ
ー
は
「
貸
金
訴
訟
」
を
債
権
法
に
分
類
す
る
よ
り
は
、

物
権
法
に
分
類
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
恐
ら
く
は
同
一
の
書
式
か
ら
出
た
と
比
定
さ
れ
る
「w

rit of detinue

返
還
請
求
令
状
」

と
「w

rit of debt

貸
金
請
求
令
状
」
と
の
比
較
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。「w

rit of detinue

返
還
請
求
令
状
」
と
は
当
初
は
動
産

chattel

の
み
に
適
用
さ
れ
た
が
後
に
不
動
産
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
訴
訟
方
式
で
、
不
法
に
当
該
財
産
の
専
有
を
行
う
被
告defendant

﹇
Ｄ
﹈に
正
当
な
権
限
保
持
者
で
あ
る
原
告petitioner

﹇
Ｐ
﹈へ
と
財
産
を
返
還
す
る
よ
う
に
命
令
す
る
も
の
で
あ
り
、
動
産
の
場
合
は

「paecipe D
 qu

od
 red

d
at P

 catella qu
ae in

ju
ste d

etin
et

被
告
に
彼
が
不
法
に
占
有
す
る
動
産
を
返
却
す
る
よ
う
に
命
令
せ
よ
」

と
の
要
式
を
持
つ
。
こ
れ
は
明
確
に
物
権
的
構
成
に
基
づ
く
返
還
請
求
の
基
本
的
な
書
式
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「w

rit of debt

貸
金
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請
求
令
状
」
の
訴
訟
形
式
は
、「praecipe D

 qu
od

 red
d

at P
 £n

 qu
as ei d

ebet et in
ju

ste d
etin

et

被
告
に
彼
が
債
務
を
負
い
、
不

法
に
占
有
す
る
と
こ
ろ
の
金
銭
（
若
し
く
は
種
類
物
）
を
引
き
渡
す
よ
う
に
命
令
せ
よ
」
と
の
要
式
を
持
ち
そ
の
類
似
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

両
者
と
も
何
ら
か
の
原
因
で
今
は
不
法
に
被
告
が
占
有
し
て
い
る
物
の
引
渡
し
を
要
求
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「w

rit of debt

貸
金
請
求

令
状
」
は
そ
の
名
称
に
関
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
法
の
消
費
貸
借
契
約
の
よ
う
に
合
意
を
守
る
と
い
う
債
権
的
構
成
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「（
相
手
方
に
渡
っ
て
い
る
原
因
は
問
題
と
し
な
い
が
）
相
手
方
が
現
在
で
は
不
法
に
占
有
し
て
お
り
預
け
て
あ
る
も
の
を
返
せ
」
と
い
う
寄
託

depositum

的
構
成
な
の
で
あ
る
。

合
意
令
状
の
特
定
履
行
的
、
一
般
合
意
的
性
格
と
一
四
世
紀
に
お
け
る
押
印
証
書
化

次
に
、「
合
意
令
状w

rit of covenant
」
の
性
格
を
見
て
み
よ
う
。
そ
の
訴
訟
形
式
は
「praecipe D

 qu
od

 ten
eat P

 

con
ven

tion
em

 in
ter eos factam

被
告
は
原
告
に
対
し
彼
ら
の
間
で
為
さ
れ
た
合
意
を
守
る
よ
う
に
命
令
せ
よ
（
9
）

」
と
い
う
要
式
を
持
つ
。

こ
れ
は
要
式
書
だ
け
か
ら
見
れ
ば
、
当
事
者
間
の
間
で
な
さ
れ
た
合
意
の
特
定
履
行
を
許
容
す
る
も
の
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
当
初

は
合
意
全
般
に
適
用
さ
れ
て
い
た
経
緯
が
あ
り
、
貸
金
債
務
訴
訟
が
合
意
訴
訟
の
中
に
し
ば
し
ば
内
包
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
10
）

。
し
か
し

な
が
ら
一
三
か
ら
一
四
世
紀
を
通
じ
て
「
合
意covenant
」
は
よ
り
特
定
的
な
技
術
的
意
味
を
有
し
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、

「covenant

」
と
は
「
合
意
令
状
」
お
い
て
保
護
さ
れ
る
「
合
意
」
で
あ
り
、
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
適
切
に
証
人
に
よ
り
認
証
さ
れ
封

印
さ
れ
押
印
証
書deed

に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
一
四
世
紀
以
降
、
合
意
保
護
の
た
め
の
「
押
印
証
書
」
の

要
求
は
固
定
し
た
原
則
と
な
り
、
そ
の
時
点
で
「
合
意
」
は
「
押
印
証
書deed
」
と
同
意
語
に
な
っ
た
。



一
六
八

同
一
四
世
紀
に
お
け
る
大
陸
で
の
合
意
化
さ
れ
た
問
答
契
約
の
証
書
化
と
カ
ウ
サ
記
載
の
要
求

同
一
四
世
紀
に
、
大
陸
の
中
世
ロ
ー
マ
法
に
於
い
て
も
本
質
的
に
口
頭
で
あ
っ
た
「
問
答
契
約stipulatio

」
が
公
証
人
立
会
い
に
よ

る
証
書
化
さ
れ
、
そ
の
証
書
に
は
「
特
定
の
原
因causa

」
の
記
載
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
同
様
の
「
合
意
の
証
書
化
」
の
傾
向
が

見
ら
れ
る
（
11
）

。
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
で
取
引
慣
習
と
し
て
一
四
世
紀
に
は
合
意
の
証
書
化
が
進
行
し
て
い
た
高
い
蓋
然
性
が
あ
る
。

証
書
化
さ
れ
て
い
な
い
無
方
式
合
意
を
保
護
す
る
中
世
カ
ノ
ン
法
に
お
け
る
カ
ウ
サ
記
載
の
要
求

ま
た
、
こ
の
証
書
化
さ
れ
た
問
答
契
約
に
お
け
る
カ
ウ
サ
の
要
求
は
、
無
方
式
合
意
を
保
護
し
契
約
保
護
に
証
書
を
要
求
し
な
い
カ
ノ

ン
法
学
に
お
け
る
（
恐
ら
く
は
訴
訟
提
起
書
に
お
け
る
）
訴
訟
法
上
の
要
件
と
し
て
の
カ
ウ
サ
記
載
の
要
求
に
も
見
ら
れ
、
恐
ら
く
は
現
在

の
ド
マ
か
ら
通
じ
る
カ
ウ
サ
理
論
の
今
一
方
の
ソ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
両
理
論
論
は
似
て
い
る
が
、
区
別
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
カ
ノ
ン
法
で
の
訴
訟
法
上
の
要
件
と
し
て
の
カ
ウ
サ
の
要
求
と
先
述
の
世
俗
ロ
ー
マ
法
で
の
証
書
化
さ
れ

た
問
答
契
約
で
の
カ
ウ
サ
記
載
の
要
求
の
両
者
間
に
、
法
テ
キ
ス
ト
上
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
内
在
的
関
連
性
が
果
た
し
て
あ
る
の
か
は
長
年
考

え
て
い
る
が
筆
者
は
ま
だ
考
え
を
整
理
出
来
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
者
と
も
こ
の
意
味
で
の
カ
ウ
サ
は
「
当
事
者
が
真
剣
に
合

意
し
た
こ
と
」
を
証
す
る
、
訴
訟
法
上
の
要
件
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、「causa=vestim

entum

理
論
」
と
は
区
別
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
検
証
は
独
立
し
た
別
論
文
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。



中
世
英
国
コ
モ
ン
・
ロ
ー
（
菊
池
）

一
六
九

コ
ブ
ナ
ン
ト
の
証
書
化
に
対
す
る
中
世
ロ
ー
マ
法
の
永
小
作
権
へ
の
証
書
要
求
の
影
響
の
可
能
性

イ
ベ
ッ
ト
ソ
ン
説

Lease of land

とEm
phyteusis

話
を
戻
す
と
先
に
合
意
令
状
の
正
式
押
印
証
書deed

化
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
だ
け
だ
と
、
な
ぜ
合
意
が
押

印
証
書deed

へ
と
変
化
し
た
の
か
、「
訴
訟
形
式
」
の
内
在
的
理
由
か
ら
は
説
明
不
可
能
で
あ
る
。
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
イ
ベ
ッ
ト
ソ
ン

D
avid Ibbetson

は
、「em

phyteusis

」
つ
ま
り
日
本
語
で
は
「
永
小
作
権
、
永
代
借
地
権
」
と
訳
さ
れ
る
ロ
ー
マ
法
の
制
度
か
ら
の
借

用
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
彼
の
主
張
は
、covenant

に
証
書
を
求
め
る
こ
と
は
土
地
貸
借lease of land

の
判
例
か
ら
波
及
し

て
お
り
、em

phyteusis

は
恐
ら
く
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
リ
ー
ス
に
最
も
近
い
類
似
物
で
あ
り
、em

phyteusis

が
効
力
を
持
つ
た
め
に

は
証
書
が
要
求
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
（
12
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
我
々
日
本
の
法
律
家
か
ら
は
、「
永
貸
借
権
」
は
契
約
で
は
な
く
、
他
人
物
に
対
す
る
物
権ius in re aliena （13
）

も
し

く
は
用
益
物
権
で
あ
り
、「
土
地
貸
借
の
リ
ー
ス
」
が
「
一
定
の
期
間
」
の
貸
借
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、「
永
代
借
地

権
」
は
そ
の
訳
語
が
示
す
と
お
り
、「
永
久
使
用
」
を
前
提
と
す
る
物
権
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
現
在
の
大
陸
法
に
お
け
る

理
解
で
、
ア
ゾ
は
『
法
学
提
要
へ
の
ス
ン
マS

um
m
a Insitutuonum

』
のI, 1. 2. 1

へ
の
注
解
に
お
い
て
確
か
に
ロ
ー
マ
法
の
「
契
約
」

で
あ
り
、
証
書
を
要
す
る
文
書
契
約
の
一
種
と
し
て
い
る
（
14
）

。
イ
ベ
ッ
ト
ソ
ン
も
ア
ゾ
の
『
勅
法
集
へ
の
ス
ン
マS

um
m
a C
odicis

』
のC

. 

4. 66. 1.

へ
の
文
言
「C

elebretu
r iste con

tractu
s scriptu

ra in
terven

ien
te, n

on
-aliter

そ
の
契
約
は
文
書
の
介
在
に
よ
る
以
外

の
方
法
で
締
結
さ
れ
な
い
。」
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
逆
に
大
陸
法
の
法
学
者
な
ら
指
摘
が
難
し
か
っ
た
点
か
も
知
れ
な
い
。
ア



一
七
〇

ゾ
は
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
ソ
ー
ス
と
し
て
有
名
で
あ
り
一
三
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
確
か
に
影
響
力
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
続
く
一
四
世
紀
と
一
五
世
紀
は
一
般
に
ロ
ー
マ
法
の
影
響
が
後
退
し
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
独
自
の
発
展
を
遂
げ
た
時
期
と
理
解
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
点
で
は
若
干
の
問
題
は
残
ろ
う
。

次
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
初
め
て
体
系
的
に
叙
述
し
た
一
二
世
紀
の
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
一
三
世
紀
の
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
お
け
る
カ
ウ
サ
＝

着
衣
論
の
影
響
を
概
観
す
る
。

一
二
世
紀
の
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
一
三
世
紀
の
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
お
け
る
カ
ウ
サ
論
の
影
響

ユ
帝
法
学
提
要
の
影
響

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
や
ブ
ラ
ク
ト
ン
な
ど
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
が
自
国
の
法
制
度
を
叙
述
す
る
に
あ
た
っ
て
、
使
用
可
能
で
あ
っ

た
唯
一
の
基
礎
的
概
念
や
枠
組
み
は
学
識
法
と
し
て
の
中
世
ロ
ー
マ
法
の
物
で
あ
っ
た
。
両
書
と
も
ロ
ー
マ
法
全
体
の
簡
便
な
理
論
的
入

門
書
を
体
現
し
て
い
た
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ー
ヌ
ス
『
法
学
提
要
』
の
影
響
が
強
い
。
分
析
ツ
ー
ル
が
ロ
ー
マ
法
の
も
の
し
か
無
か
っ
た
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
が
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
及
び
慣
習leges et consuetudo A

ngliae

」
を
叙
述
し
た
際
に
も
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を

色
濃
く
受
け
て
い
る
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家
と
大
陸
法
法
律
家
の
思
考
様
式
の
差
異

し
か
し
な
が
ら
、
専
門
用
語
や
基
礎
概
念
に
関
し
て
ロ
ー
マ
法
か
ら
の
借
用
が
あ
っ
た
事
実
は
必
ず
し
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
が
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大
陸
の
法
学
者
と
同
じ
思
考
経
路
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
両
法
系
の
思
考
様
式
に
は
根
本
的
差
異
が
当
初
か
ら
現
代
に
い

た
る
ま
で
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
法
文
化
根
本
的
差
異
は
大
陸
法
の
カ
ウ
サ
と
英
米
法
の
約
因
を
比
較
す
る
際
に
も
、
大
陸
法
の

法
学
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
コ
モ
ン
ロ
ー
ヤ
ー
と
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
間
に
微
妙
な
齟
齬
を
生
み
出
し
て
い
る
。
一
般
に
大
陸
法
学
者
の
法

思
考
が
概
念
や
理
論
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
の
に
比
べ
、
英
米
法
学
者
の
思
考
は
よ
り
事
実
的
、
手
続
き
的
で
あ
り
、
カ
ズ
イ
ス
テ
ッ
ク
で

あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
差
異
は
一
部
に
は
、
大
陸
法
が
一
六
世
紀
の
後
期
ス
コ
ラ
学
と
そ
れ
に
続
く
一
七
世
紀
以
降
の
自

然
法
学
と
の
接
触
を
通
じ
て
法
学
外
の
哲
学
的
思
考
に
晒
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
も
よ
る
か
も
知
れ
な
い
。

大
陸
法
学
者
と
コ
モ
ン
ロ
ー
ヤ
ー
に
お
け
る
「
影
響
」
の
理
解
の
差
異

大
陸
法
学
者
は
「
概
念
的
関
連
性
」
を
影
響
と
認
識
す
る
の
に
対
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家
は
「
理
由
付
け
」
の
合
致
を
影
響
と
す
る

し
か
る
に
、
カ
ウ
サ
理
論
は
、
古
代
、
中
世
と
通
し
て
「
法
テ
キ
ス
ト
」
と
「
哲
学
、
論
理
学
的
理
論
」
と
の
影
響
の
中
間
に
位
置
し
、

そ
れ
以
前
を
問
題
と
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
陸
法
学
者
が
「
影
響
」
が
あ
る
と
い
う
場
合
は
「
概
念
的
関
連
性
」
が
あ
る
こ
と
を
指

す
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
学
者
が
「
影
響
」
が
あ
る
と
い
う
場
合
は
裁
判
に
お
け
る
「
理
由
付
けreasoning

」
に
同
一
性
が
あ
る

こ
と
を
求
め
る
場
合
が
多
い
。
概
念
的
関
連
性
が
ロ
ー
マ
法
学
と
あ
っ
て
も
「
理
由
付
け
の
同
一
性
も
し
く
は
関
連
性
」
が
無
い
場
合
は

イ
ギ
リ
ス
の
学
者
は
ロ
ー
マ
法
学
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
へ
の
影
響
を
認
め
な
い
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
差
異
の
傾
向
は
「
法

を
民
族
精
神
」
の
現
れ
と
し
た
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
の
影
響
の
強
か
っ
た
一
九
世
紀
や
二
〇
世
紀
前
半
に
は
あ
る
種
の
「
民
族
主
義
的
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
も
関
連
し
た
が
、
今
日
の
学
者
間
の
齟
齬
は
む
し
ろ
根
本
的
な
法
文
化
や
思
考
様
式
の
差
異
に
起
因
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
と
考
え
る
。



一
七
二

「
約
因
論
」
に
対
す
る
「
カ
ウ
サ
論
」
の
影
響
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
問
題
は
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
、
概
念
的

関
連
性
と
し
て
は
カ
ウ
サ
論
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
確
実
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
約
因
の
「
実
質
的
理
由
付
け
」
の
内

実
を
埋
め
る
ル
ー
ル
は
「reciprocity

対
価
的
牽
連
性
」
で
あ
り
一
三
世
紀
の
早
い
「
貸
金
訴
訟debt

」
に
お
け
る
段
階
で
「
道
徳
哲

学
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
に
於
け
る
交
換
的
正
義
違
反breach of com

m
utative justice

と
実
定
的
違
法
性breach of 

virtue justice

」
の
議
論
と
の
関
連
は
可
能
性
と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
実
質
は
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
固
有
の
理
由
付
け
」
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
同
じ
事
実
認
識
を
共
有
し
て
も
大
陸
法
学
者
は
概
念
的
関
連
性
か
ら
「
ロ
ー
マ
法
の
影
響
」
を
認
め
る
だ
ろ
う

し
、
逆
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
学
者
は
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
約
因
論
の
独
自
性
」
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
於
け
る
「
債
務
原
因causa debendi

」
と
「
債
務
令
状w

rit of debt

」

一
三
世
紀
の
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
比
べ
こ
の
「
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
よ
る
と
一
般
に
言
い
習
わ
さ
れ
る
書
」
に
於
け
る
ロ
ー
マ
法
学
の
影
響
は

そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
ポ
ロ
ッ
ク
＆
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
通
常
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
は
一
二
世
紀
前
半
か
ら

始
ま
り
、
一
二
世
紀
前
半
か
ら
中
葉
に
於
い
て
は
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
所
謂
注
釈
学
派glossators

の
学
問
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
も
未

だ
揺
籃
期
に
あ
り
両
者
と
も
基
礎
が
か
た
ま
り
切
っ
て
い
な
い
時
期
で
あ
る
と
い
っ
て
良
い
。
ラ
ヌ
ル
フ
・
ド
ゥ
・
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル

R
anulf de G

lanvill

（c. 1112-1190

）
は
ヘ
ン
リ
ー
二
世
の
治
世
に
於
け
るC

hief Justiciar

（1180-1189

）
で
あ
り
、
ヘ
ン
リ
ー
二
世

の
法
改
革
の
中
心
的
立
役
者
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
本
書
『T

ractatus de legibus et consuetudinibus regni A
ngliae

イ
ン

グ
ラ
ン
ド
王
国
に
お
け
る
法
及
び
慣
習
論
』
は
一
一
八
八
年
ご
ろ
に
書
か
れ
た
と
比
定
さ
れ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
固
有
法
で
あ

る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
叙
述
し
た
最
初
の
理
論
書
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
根
幹
を
成
す
「W

rit system

令
状
シ
ス
テ
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七
三

ム
」
そ
の
も
の
が
、
一
二
世
紀
後
半
の
ヘ
ン
リ
ー
二
世
の
治
世
に
な
っ
て
よ
う
や
く
根
付
い
た
の
で
あ
る
が
、
令
状w

rit

の
確
立
に
グ

ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
ロ
ー
マ
法
か
ら
概
念
を
借
り
た
「
訴
権actio

論
」
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。

先
に
ゼ
ル
ナ
ー
な
ど
の
所
説
に
基
づ
き
、
カ
ウ
サ
理
論
の
濫
觴
を
ア
ゾ
若
し
く
は
彼
の
師
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
バ
シ
ア
ー
ヌ
ス
に
お
い
た
が
、

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
そ
れ
よ
り
も
古
く
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
最
初
の
注
解
学
派
の
影
響
、
以
前
に
は
ウ
ァ
カ
リ
ウ
スR

ogerius 

V
acarius

（c. 1120-c. 1200
）
と
そ
の
著
書
、
貧
乏
な
学
生
に
も
買
え
る
よ
う
な
本
と
い
う
意
味
で
彼
が
安
価
に
発
表
し
た
『
貧
者
の
書

L
iber pauperum

』
か
ら
パ
ウ
パ
リ
ス
トpauparists L

. pauparistae （15
）

と
呼
ば
れ
る
学
派
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
対
す
る
影
響
を
考
え
る

こ
と
と
な
る
（
16
）

。
旧
来
は
ウ
ァ
カ
リ
ウ
スV

acarius

は
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
ロ
ー
マ
法
を
講
義
し
た
最
初
の
人
間
と
考
え
ら
れ
て
い

た
が
、
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
近
時
の
研
究
で
は
リ
ン
カ
ー
ン
シ
ャ
ー
の
教
会
付
属
学
校
で
教
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
有

力
説
が
出
て
い
る
。
早
期
で
あ
る
が
『
法
学
提
要
』
の
シ
ス
テ
ム
に
通
暁
し
て
い
た
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
既
に
荒
削
り
な
が
ら
も
実
質
的
な

ロ
ー
マ
契
約
法
の
知
識
を
見
せ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
「
様
々
な
債
務
の
諸
原
因
に
つ
い
てD

e plu
ribu

s cau
sis d

eben
d

i

」
と
言
わ

れ
る
章
の
中
で
カ
ウ
サ
概
念
に
言
及
し
て
い
る
。

「V
troque vero existente in curia, is qui petit pluribus ex causis debitum

 potere potest. A
ut enim

 debetur quid ex 

cau
sa m

utui, aut ex uenditionis cau
sa, aut ex com

m
odato, aut ex locatio, aut ex depositio, aut alia iusta debendi 

cau
sa （

17
）. ’

両
当
事
者
が
法
廷
内
に
い
る
場
合
に
、
被
告
は
様
々
な
債
務
原
因
に
も
続
き
訴
訟
を
持
ち
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
れ
ば
、



一
七
四

あ
る
者
は
消
費
貸
借
を
原
因
と
し
て
、
あ
る
者
は
売
買
を
原
因
と
し
て
、
あ
る
者
は
使
用
貸
借
を
原
因
と
し
て
、
あ
る
も
の
は
寄
託
を
原

因
と
し
て
、
も
し
く
は
た
の
正
当
な
債
務
原
因
か
ら
債
務
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
こ
こ
で
カ
ウ
サ
概
念
を
債
務
を
成
り
立
た
せ
る
バ
ッ
ク
ラ
ン
ド
と
し
て
の
社
会
的
原
因
と
い
う
広
い
意
味
で
使
用
し

て
お
り
、
こ
こ
で
見
ら
れ
る
の
は
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
で
の
厳
密
な
法
的
要
件
と
し
て
の
カ
ウ
サ
で
は
無
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
訴
訟

原
因causa actionis
」
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
、「
正
当
原
因
」
と
い
う
概
念
は
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響

で
あ
る
こ
と
は
恐
ら
く
間
違
い
で
は
な
い
。
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
於
い
て
は
「
合
意
令
状w

rit of covenant

」
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
一
節
は
「
貸
金
・
債
務
令
状w

rit of debt

」
に
関
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
法
の
消
費
貸
借
契
約

m
utuum

で
は
貸
金
の
所
有
権
は
相
手
方
に
移
り
、
そ
れ
を
使
用
、
消
費
し
た
後
に
同
種
同
量
の
物
を
変
換
す
る
の
で
あ
る
が
、
先
述
の

通
り
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
貸
金
債
務
令
状
」
で
は
「
物
権
的
寄
託
的
構
成
」
を
と
っ
て
お
り
、
所
有
権
も
し
く
は
権
限title

は
移
転
し

な
い
。
こ
の
あ
た
り
齟
齬
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
大
陸
法
学
者
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
貸
金
訴
訟
」
を
位
置
づ
け
る
と
す
る
と
「
消
費

貸
借m

utuum

」
と
「
寄
託depositum

」
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
リ
ッ
ト
を
中
心
と
し
た
「
訴
訟
法
主
体
」
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー

を
構
築
し
た
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、「
実
体
法
的
な
法
律
要
件
と
し
て
の
カ
ウ
サ
」「
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
と
し
て
社
会
事
実
と
し
て
の

カ
ウ
サ
」「
手
続
き
法
的
訴
訟
要
件
と
し
て
の
カ
ウ
サ
」
の
区
別
は
全
て
曖
昧
で
あ
る
。
ま
た
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
は
、「
消
費
貸
借
」

は
「
貸
金
訴
訟debt

」
の
数
あ
る
可
能
的
原
因
の
一
つ
で
し
か
無
か
っ
た
が
、
後
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
は
「
消
費
貸
借
契
約
」

の
中
核
的
概
念
で
あ
る
「
種
類
物fungible

」
の
引
渡
し
が
「
貸
金
訴
訟
」
要
素
と
し
て
入
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
あ
た
り
は
カ
ウ
サ
概

念
の
混
同
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
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一
七
五

つ
ま
り
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
続
く
一
節
で
「
消
費
貸
借
」
に
お
け
る
カ
ウ
サ
と
種
類
物
の
概
念
に
関
し
て
触
れ
る
が
、
こ
れ
が
「
貸
金

訴
訟debt

」
の
要
件
と
「
消
費
貸
借
契
約m

utuum

」
の
要
件
と
を
混
同
し
、「debt

」
の
定
義
に
「fungibles

」
を
持
ち
込
む
原
因
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

「‘E
x cau

sa m
utui debetur aliquid cum

 quis credit alii aliquid tale quod constituit in num
ero vel pondere vel 

m
ensura （18

）. ’

消
費
貸
借
を
カ
ウ
サ
と
し
て
人
は
何
ら
か
の
物
を
債
務
と
し
て
負
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
は
他
人
に
数
量
も
し
く
は
重

量
も
し
く
は
計
量
の
中
に
成
り
立
つ
と
こ
ろ
の
物
を
信
与
し
た
か
ら
で
あ
る
。」

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
最
初
の
イ
ギ
リ
ス
法
に
関
す
る
書
物
で
あ
る
の
で
、
こ
の
一
節
は
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
てfungibles

の
概
念
を
最

初
に
叙
述
し
た
一
節
と
な
る
。
か
れ
は
続
け
て
利
息
取
得
を
「
我
々
の
法
に
よ
れ
ば
高
利
的
で
あ
るu

su
riu

s per legem
 terre

」
か
ら

と
す
る
が
、
も
ち
ろ
ん
利
息
取
得
禁
止
は
カ
ノ
ン
法
、
し
い
て
は
既
に
旧
約
聖
書
に
著
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
に
そ
の
源
泉
を

有
す
る
（
19
）

。

最
後
に
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
ロ
ー
マ
法
学
識
の
ソ
ー
ス
は
何
か
に
つ
い
て
問
題
が
残
る
が
、『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
に
お
け
る
法
及
び
慣

習
論
』
は
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
のR

egious P
rofessor

で
あ
っ
た
デ
・
ズ
ル
エ
タF

rancis D
e Z
ulueta 

（1878-1958

）
に
よ
り
戦
前
に

発
見
さ
れ
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
初
め
て
ロ
ー
マ
法
を
講
じ
たV

acarius

本
人
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
目
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
研



一
七
六

究
で
彼
の
学
派
に
属
す
る
が
ウ
ァ
カ
リ
ウ
ス
本
人
の
も
の
で
な
い
と
し
て
セ
ル
デ
ン
協
会
か
ら
無
名
の
作
者
（anonim

ous

）
の
も
の
と
し

て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
教
授
で
あ
っ
た
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
タ
イ
ンP

eter S
tein

に
よ
り
解
説
付
き
で
一
九
九
〇
年
に
翻
訳
出
版
さ
れ
、
今

で
は
大
英
博
物
館
所
蔵
の
手
稿 R

oyal M
S
. 4. B

. IV

と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
法
学
提
要
講
義L

ectu
ra su

per In
stitu

tion
es

』

と
類
似
性
を
示
し
て
い
る
（
20
）

。
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
「
我
々
の
テ
キ
ス
ト
は
イ
ギ
リ
ス
産
で
あ
り
一
二
世
紀
最
後
の
四
半
世
紀
に
遡
る

O
ur text is of E

nglish origin and dates from
 the last quarter of the tw

elfth century.

」
と
さ
れ
、
厳
密
に
は
ホ
ー
ル
に
よ
り

一
一
八
七
年
か
ら
一
一
八
九
年
の
間
に
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
と
比
定
さ
れ
て
い
る
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
そ
の
序
文
で

‘R
egiam

 potestatem
 n

on
 solu

m
 arm

is con
tra rebelles et gen

tes sibi regn
oqu

e in
su

rgen
tes oportet esse d

ecoratu
m

, 

sed
 et legibu

s ad
 su

bd
itos et popu

los pacifi cos regen
d

os d
ecet esse orn

atu
m

, u
t u

traqu
e tem

pora, pacis scilicet et 

belli, gloriu
s rex n

oster ita feliciter tran
sigat,... ’ （

21
）

「
王
権
は
反
乱
軍
や
そ
の
領
国
へ
迫
り
来
る
諸
国
民
に
対
す
る
兵
備
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
る
べ
き
の
み
な
ら
ず
、
臣
下
や
民
草
を
平
和
的

に
統
治
す
る
諸
法
に
よ
っ
て
も
飾
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
平
時
、
及
び
戦
時
に
於
い
て
我
ら
が
栄
え
あ
る
王
が
か
か
る
ご
と
く

幸
福
に
過
ご
さ
れ
ん
よ
う
に
…
」

と
述
べ
る
が
、

無
名
作
者
の
『
法
学
提
要
講
義L

ectu
ra su

per In
stitu

tion
es

』
序
文
で
は
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一
七
七

‘im
perat. m

. D
u

o in
ter se d

iu
ersa su

n
t tem

pora bellolu
m

 sc. et pacis. tem
pore belli opu

s est arm
is, pacis legu

m
 

au
xilio. U

troqu
e igitu

r im
peratore

（m

） con
d

ecet esse m
u

n
itu

m
, u

su
 sc. arm

oru
m

 et legu
m （

22
）.

「
皇
帝
大
権
は
戦
時
と
平
時
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
戦
時
に
は
兵
備
が
必
要
と
さ
れ
、
平
和
時
に
は
法
の
助
け
が
必
要
と
さ
れ
る
。

両
者
、
つ
ま
り
兵
備
と
法
の
両
方
の
使
用
は
皇
帝
に
ふ
さ
わ
し
い
。」

と
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
が
彼
の
著
作
を
書
き
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ユ
帝
『
法
学
提
要
』
を
強
く
意
識
し
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
は
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
テ
キ
ス
ト
「E

x nudo pacto actio non nascitur.

裸
の
合
意
か
ら
訴
権

は
生
ま
れ
な
い
」
に
連
結
す
る
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
で
は
無
い
、
し
か
し
な
が
ら
、「
債
務
・
訴
権
の
原
因
」
と
し
て
何
ら
か
の
カ
ウ

サ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
既
に
見
ら
れ
、「
債
務
令
状w

rit of debt

」
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
と
ア
ゾ
の
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ルR
anulf de G

lanvill

（c. 1112-1190

）
と
ア
ン
リ
・
ド
ゥ
・
ブ
ラ
ク
ト
ンH

enry de B
racton

（ca. 1210-68

）
の
間

に
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
年
の
生
年
の
開
き
が
あ
る
が
、B

racton

『D
e L
egibus et C

onsuetudinibus A
ngliae

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
け
る

法
及
び
慣
習
に
つ
い
て
』
とG

lanvill

『T
ractatus de legibus et consuetudinibus regni A

ngliae

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
に
お
け
る

法
及
び
慣
習
論
（c. 1188

）』
と
の
間
に
は
題
名
か
ら
見
て
も
明
確
な
影
響
が
見
ら
れ
る
。
学
者
に
よ
っ
て
は
制
定
法
へ
の
言
及
な
ど
か



一
七
八

ら
そ
の
大
部
分
は
一
二
三
五
年
ま
で
に
彼
の
上
役
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ー
リ
ー
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
仕
事
は
そ
れ

を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
補
完
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
主
要
な
部
分
が
ロ
ー
リ
ー
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
の
か
ブ
ラ

ク
ト
ン
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
の
か
学
者
間
で
の
一
致
を
今
日
ま
で
見
な
い
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
死
の
前
年
の
一
二
六
七
年
ま
で
は
こ
の
書
の

増
補
を
し
て
い
た
ら
し
く
、
結
局
の
と
こ
ろ
作
品
自
体
は
未
完
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
活
版
印
刷
術
の
な
い
時
代
に
、
こ
の
書
が
果
た

し
て
作
者
の
生
前
に
公
表
さ
れ
た
の
か
も
一
切
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
便
宜
上
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
と
呼
ん
で
い
る
が
、「
ブ

ラ
ク
ト
ン
の
作
品
の
作
者
達
」
と
呼
ぶ
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
書
か
れ
た
年
代
に
し
て
も
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
書
の
約
五
〇
年
後

（
一
二
三
五
年
）
か
ら
八
二
年
後
（
一
二
六
七
年
）
ま
で
開
き
が
あ
る
。
こ
の
執
筆
期
間
の
開
き
は
一
二
三
〇
年
ま
で
に
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
完

成
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
の
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
へ
の
「
標
準
注
釈glossa ordinaria

」
を
果
た
し
て
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
知
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
重
要
な
問
題
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
衆
目
の
一
致
す
る
所
で
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
主
要

な
ロ
ー
マ
法
の
ソ
ー
ス
は
ア
ゾ
の
作
品
で
あ
り
、
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
の
標
準
注
釈
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
を
完
全
に
は
排
除
で
き
な
い
が
、

恐
ら
く
標
準
注
釈
を
知
る
に
は
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
早
す
ぎ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
我
々
は
ア
ゾ
の
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
を

見
た
が
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
ア
ゾ
の
直
接
的
な
影
響
の
範
囲
内
に
あ
る
と
い
っ
て
良
い
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
問
題

ブ
ラ
ク
ト
ン
は
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
正
確
に
叙
述
し
て
い
た
の
か
？

ま
た
一
三
世
紀
に
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統
が
よ
り
は
っ
き
り
確
立
し
て
お
り
、
果
た
し
て
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
叙
述
し
た
「
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
法
と
慣
習
」
の
叙
述
が
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
実
務
を
正
確
に
反
映
し
た
も
の
な
の
か
、
ロ
ー
マ
法
の
知
識
か
ら
彼
が
案
出
し
た



中
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一
七
九

も
の
な
の
か
の
所
謂
「
ブ
ラ
ク
ト
ン
問
題
（
23
）

」
が
一
九
世
紀
か
ら
の
伝
統
的
議
論
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
有
名
な
点
で
は
サ
ー
・
ヘ
ン

リ
ー
・
メ
イ
ン
は
『
古
代
法
（
一
八
六
一
）』
第
四
章
（
24
）

に
お
い
て
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
叙
述
は
完
全
な
ロ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
一
切
信
用
で
き

な
い
と
し
て
い
る
が
、
後
に
ア
ゾ
と
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
間
の
共
通
テ
キ
ス
ト
を
抜
出
し
詳
細
な
分
析
を
し
た
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
研
究

（
一
八
九
五
（
25
）

）
に
よ
り
そ
の
よ
う
な
極
端
な
見
解
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
別
点
に
関
し
て
は
現
在
ま
で
論
争
が
続
い
て

い
る
と
言
っ
て
良
い
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
へ
の
ア
ゾ
以
外
の
法
律
家
に
よ
る
影
響

先
述
の
よ
う
に
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
於
け
る
ロ
ー
マ
法
の
影
響
は
よ
り
顕
著
で
あ
り
一
九
世
紀
後
半
の
カ
ー
ル
・
ギ
ュ
タ
ー
ボ
ッ
クK

arl 

G
üterbock

（
一
八
六
一
（
26
）

）
や
メ
イ
ト
ラ
ン
ドF

. W
. M
aitland, S

elected
 P

assages from
 th

e w
orks of B

racton
 an

d
 A

zo, 

S
eld

en
 S

ociety V
olu

m
e V

III

（L
ondon, 1895
）
以
来
、
ア
ゾ
と
の
関
係
は
完
全
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
我
々
が
見
て
き
た
ア
ゾ
に

よ
る
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
に
当
た
る
部
分
は
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
前
掲
書
の
一
四
一
か
ら
一
四
五
ペ
ー
ジ
に
明
確
に
観
察
さ
れ
る
。
以
来
、

一
九
四
三
年
に
は
シ
ュ
ル
ツF

ritz S
chulz

は
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
カ
ノ
ン
法
源
の
研
究
を
研
究
し
、
タ
ン
ク
レ
ッ
ドT

ancred

のO
rd

o 

Iudiciarius, 1. 3

や
ラ
モ
ン
・
ド
・
ペ
ニ
ャ
フ
ォ
ー
ルR

aym
ond of P

enafort

のS
u

m
m

a d
e C

asibu
s, 3. 17

を
ブ
ラ
ク
ト
ン
が

使
用
し
て
い
た
こ
と
を
立
証
し
た
（
27
）

。
ま
た
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
法
律
書
『R

egiam
 

M
aiestatem （

28
）

』
と
の
比
較
研
究
は
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
時
代
に
お
け
る
他
の
注
釈
学
派
の
中
世
ロ
ー
マ
法
源
の
使
用
状
况
に
つ
い
て
貴
重
な
示

唆
を
与
え
て
く
れ
る
（
29
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
に
関
す
る
限
り
ア
ゾ
の
影
響
は
中
心
的
な
も
の
と

し
て
残
る
。



一
八
〇

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
同
様
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
ユ
帝
『
法
学
提
要
』
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
い
て
叙
述
し
た
。
そ
の
第
三
巻
冒
頭
に
お
い
て
ブ

ラ
ク
ト
ン
は
「D

ictu
m

 est su
pra d

e person
is et rebu

s.  N
u

n
c au

tem
 d

icen
d

u
m

 est d
e ation

ibu
s.

上
で
は
人
と
物
に
つ
い
て

述
べ
た
が
、
し
か
る
に
今
は
訴
権
に
関
し
て
述
べ
な
け
れ
な
な
ら
な
い
（
30
）

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
後
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
影
響
を
与
え
た

こ
と
で
も
有
名
な
『
法
学
提
要
』
の
「
人
の
法
」「
物
の
法
」「
訴
権
の
法
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
31
）

に
基
づ
い
て
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
叙
述
し
て
い
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
点
で
ま
っ
先
に
問
題
と
な
る
の
は
『
法
学
提
要
』
に
対
す
る
ア
ゾ
の
小
品
、『S

um
m
a Institutionum

』
で

あ
ろ
う
が
、
関
連
同
所
で
は
よ
り
大
部
の
『S

um
m
a C
odicis

』C
. 2. 3.

に
対
す
る
注
釈
が
リ
フ
ァ
ー
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
そ
こ
か

ら
、D

. 2. 14. 7.

の
テ
キ
ス
ト
へ
と
繋
が
る
。
第
三
巻
冒
頭
で
『
訴
権actio

』
の
本
質
に
つ
い
て
論
じ
た
後
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
如
何

に
し
て
訴
権
が
形
成
さ
れ
る
か
」
に
つ
い
て
論
じ
る
。
つ
ま
り
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
お
い
て
「
契
約
に
お
け
る
カ
ウ
サ
論
」
が
論
じ
ら
れ
る
の

は
「
訴
権
論
」
の
中
で
あ
る
。

「V
idendum

 est etiam
 unde actio oritur. E

t sciendum
 quod ex ob

ligation
ib

u
s p

raeced
en

tib
u

s tanquam
 a m
atre 

fl ilia. O
bligatio autem

, quae est m
ater actionis, originem

 duicit et initium
 ex aliqua cau

sa p
raeced

en
te, sive ex 

contractu vel quasi sive ex m
alfi cio vel quasi. E

x contractu vero oriri poterit m
ultis m

odis, sicut ex conventione, per 

interrogationes et responsiones, ex verborum
 conceptione quae voluntates duorum

 in unum
 trahit consensum

, sicut 

p
acta con

ven
ta, quae nuda sunt aliquando, aliqundo vestita. Q

uae si nuda fuerint exinde non sequitur actio, quia ex 

nudo pacto non nascitur actio. O
portet igitur quod haveat vestim

enta de quibus inferius dicendum （
32
）.
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同
じ
く
、
ど
こ
か
ら
訴
権
が
生
成
す
る
の
か
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
訴
権
は
先
行
す
る

債
務
か
ら
ま
る
で
娘
が
母
親
か
ら
生
ま
れ
る
よ
う
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
訴
権
の
母
で
あ
る
と
こ
ろ
の
債
務
は

何
ら
か
の
先
行
す
る
カ
ウ
サ
・
原
因
か
ら
生
ま
れ
始
め
ら
れ
る
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
契
約
か
ら
で
あ
る
か
準
契
約
か
ら
で
あ
る
か
、
不
法

行
為
か
ら
で
あ
る
か
準
不
法
行
為
か
ら
で
あ
る
。
契
約
か
ら
で
あ
る
場
合
は
ま
さ
に
多
く
の
方
法
で
（
債
務
）
は
発
生
し
う
る
。
つ
ま
り

先
行
す
る
問
い
か
け
と
応
答
に
よ
る
言
葉
に
よ
る
合
意
か
ら
、
二
人
の
人
間
の
意
思
が
合
意
と
し
て
一
つ
の
も
の
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
言

葉
の
合
致
に
よ
っ
て
、
ま
た
あ
る
と
き
は
裸
で
あ
り
あ
る
時
は
着
衣
さ
れ
て
い
る
合
意
さ
れ
た
合
意
の
よ
う
に
。
な
ぜ
な
ら
合
意
が
裸
で

あ
る
な
ら
ば
そ
こ
か
ら
は
訴
権
は
続
か
な
い
か
ら
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
裸
の
合
意
か
ら
は
訴
権
は
発
生
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ

ゆ
え
、（
訴
権
を
生
み
出
す
た
め
に
は
）
合
意
は
外
套
・
着
衣
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
以
下
で
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

ブ
ラ
ク
ト
ン
の
関
連
テ
キ
ス
ト
の
混
乱

上
で
訳
出
し
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
非
常
に
混
乱
し
て
い
る
。
訴
権
が
先
行
す
る
債
務
か
ら
「
娘
が
母
か

ら
生
ま
れ
る
よ
う
に
生
ま
れ
る
」
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
中
世
ロ
ー
マ
法
の
影
響
で
あ
る
。A

zo, S
u

m
m

a In
siton

u
m
 to I. 3. 13

に

同
趣
旨
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
「
先
行
す
る
債
務
」
と
は
恐
ら
く
は
自
然
債
務
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
続

き
、
債
務
は
「
契
約
か
ら
か
準
契
約
か
ら
か
不
法
行
為
か
ら
か
準
不
法
行
為
か
ら
生
ま
れ
る
」
と
い
う
法
学
提
要
に
見
ら
れ
る
説
明
が
続

く
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
よ
る
と
そ
の
四
種
は
訴
権
の
母
と
よ
べ
る
「
先
行
す
る
債
務
」
の
そ
の
ま
た
「
先
行
す
る
原
因
、
カ
ウ
サ
」
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
ロ
ー
マ
法
理
解
が
大
分
混
乱
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
来
の
筋
で
は
カ
ウ
サ
論
は
、
契
約
法
の
中
で
着

衣
と
し
て
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「E

x contractu vero oriri poterit m
ultis m

odis

契
約
か
ら
で
あ
る
場
合
は



一
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二

ま
さ
に
多
く
の
方
法
で
（
債
務
）
は
発
生
し
う
る
」
と
続
く
が
、「per interrogationes et responsiones

問
い
か
け
と
返
答
を
通
じ

て
」
は
恐
ら
く
は
本
来
は
、「
言
語
に
よ
る
契
約contractus verbis

」
で
あ
る
問
答
契
約stipulatio

に
関
し
て
の
文
章
で
あ
る
は
ず
で

あ
る
が
、
こ
れ
が
「
合
意
か
らex conventione

」
と
等
置
さ
れ
て
い
る
。「
言
葉
の
合
致
」
と
訳
し
た
「verborum

 conceptio

」
と
い

う
言
葉
も
本
来
は
問
答
契
約
に
関
す
る
用
語
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、「quae voluntates duorum

 in unum
 trahit consensum

二
人
の
人
間
の
意
思
が
合
意
と
し
て
一
つ
の
も
の
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
」
と
関
係
詞
で
同
値
化
し
て
い
る
内
容
は
「consensus

の
定
義
」

で
あ
る
。
ど
う
も
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
問
答
契
約
」
と
「
合
意conventio

」
を
混
同
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
次
に
続
く
、pacta 

conventa

はT
horne

の
訳
す
と
お
り
「
合
意
さ
れ
た
合
意
」
と
で
も
こ
の
文
脈
で
は
訳
す
し
か
無
い
が
、
本
来
は
中
世
ロ
ー
マ
法
の
文

脈
で
は
第
六
の
着
衣
で
あ
る
、
先
行
契
約
へ
の
無
方
式
合
意
の
付
着
、「cohaerentia contractus

」
を
表
す
専
門
用
語
で
あ
る
。

「conventa

は
「
合
意
さ
れ
た
」
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
先
行
債
務
と
同
行
す
る
（con+venire

共
に
行
く
）
無
方
式
合
意
つ
ま
り

pactum

」
に
よ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ど
う
も
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
訴
権
の
母
と
し
て
先
行
す
る
意
味
で
の
先
行
債
務
（
つ
ま
り
、
訴
権

が
与
え
ら
れ
る
前
の
自
然
債
務
）」
と
「
有
効
な
先
行
契
約
へ
無
方
式
合
意
が
付
着
す
る
場
合
の
先
行
契
約
」
と
を
混
同
し
て
お
り
非
常
に

混
乱
し
た
意
味
不
明
の
テ
キ
ス
ト
の
キ
メ
ラ
に
仕
上
げ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
三
年
前
に
こ
の
主
題
に
付
き
論
文
（
33
）

を
書
い
た
時
点
で

は
、
意
味
が
混
乱
し
て
い
る
こ
と
は
分
か
っ
た
が
、
ど
の
よ
う
に
正
確
に
混
乱
し
て
る
か
理
解
で
き
ず
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
英
訳
を
つ
け

る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
い
い
づ
ら
い
こ
と
で
あ
る
が
現
代
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
ハ
ー
バ
ー
ド
の
教
授
で
あ
っ
た
ソ
ー
ヌ
の

英
訳
は
一
般
的
に
信
頼
す
る
に
足
る
精
度
で
は
な
く
広
範
囲
に
意
訳
や
翻
訳
抜
け
ラ
テ
ン
語
の
文
法
構
造
を
誤
解
し
た
誤
訳
が
見
ら
れ
る
。

書
い
て
い
る
本
人
が
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
場
合
、
何
百
年
も
後
の
読
者
が
「
混
乱
し
た
理
由
も
含
め
て
」
意
味
を
わ
か
る
こ
と
は
非

常
に
困
難
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
スD

. 2. 14. 7

「ex nudo pacto non nascitur actio

裸
の
合
意
か
ら
訴
権
は
生
じ
な
い
」
と
い

う
キ
ー
テ
キ
ス
ト
と
、vestim

entum

着
衣
・
外
套
の
言
葉
が
見
ら
れ
る
の
で
、
一
応
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。

結
論
と
し
て
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
ア
ゾ
の
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
の
影
響
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
カ
ウ
サ
と
い
う
言

葉
はD

. 2. 14. 7
で
使
わ
れ
て
い
る
本
来
の
意
味
「
訴
権
の
要
件
」
つ
ま
り
「causa actionis

」
と
し
て
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
様
々
な
ロ
ー
マ
法
の
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
の
通
常
用
法
と
の
混
同
が
見
ら
れ
る
。
四
つ
の
基
本
的
な
着
衣
＝
カ
ウ
サ
と
し
て
の
契

約
四
類
型
の
内
、
不
確
か
な
が
ら
も
論
じ
ら
れ
た
の
は
「
問
答
契
約
」
だ
け
で
こ
れ
も
「
無
方
式
合
意
」
と
混
同
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
訴
権
の
母
」
と
し
て
の
「
自
然
債
務
の
意
味
で
の
先
行
債
務
」
と
、
第
六
の
着
衣
類
型
の
「
先
行
契
約
」
が
混
同
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

上
、
第
六
の
着
衣
類
型
を
「
先
行
債
務
へ
の
無
方
式
合
意
の
付
着
」
を
表
す
「pacta conventa

共
に
行
く
合
意
」
も
「
合
意
さ
れ
た
合

意
」
と
し
て
無
方
式
合
意
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
を
明
ら
か
に
読
ん
で
参
考
に
し
て
い
た

が
、
精
密
に
は
ま
と
も
に
意
味
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
裸
の
合
意
か
ら
訴
権
は
生
じ
な
い
」

と
い
う
文
言
と
、
訴
権
を
生
じ
る
た
め
に
は
「
何
ら
か
の
カ
ウ
サ
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
非
常
に
お
お
ま
か
な
意
味
は
こ
の
混
迷
を
極

め
た
テ
キ
ス
ト
で
も
伝
達
す
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
は
続
い
て
、
契
約
、
準
契
約
、
不
法
行
為
、
準
不
法
行
為
の
説
明
に
う
つ
り
、
債
務
の
本
質
に
つ
い
て
語
る
。
そ
こ
で
彼

は
、J. Inst. 3. 13

「
契
約
は
そ
れ
に
よ
り
我
々
が
我
々
の
法
に
従
っ
て
必
要
的
に
何
ら
か
の
物
を
履
行
す
る
よ
う
に
我
々
自
身
を
義
務



一
八
四

付
け
る
と
こ
ろ
の
法
の
鎖
で
あ
るobligatio est iuris vinculum

, quo necessitate adstringuim
ur alcuinus solvendae rei 

secum
dum
 nostrae civitatis iura ’

」
を
内
容
的
に
引
用
す
る
。
考
え
る
に
、
恐
ら
く
は
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
ロ
ー
マ
法
理
解
は
『
ユ
帝
法

学
提
要
』
と
ア
ゾ
の
『
法
学
提
要
の
ス
ン
マ
』
に
大
部
分
基
づ
い
て
お
り
、
よ
り
大
部
の
『
勅
法
集
の
ス
ン
マ
』
を
介
し
たD

igesta

の

テ
キ
ス
ト
の
ま
と
も
な
理
解
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
た
め
混
乱
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、『
法
学
提
要
』
内
の

法
文
理
解
は
全
く
問
題
な
く
見
え
自
由
に
他
の
『
法
学
提
要
』
内
の
箇
所
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
主
にD

igesta

内
の

D
. 2. 14. 7

に
関
わ
る
法
文
の
理
解
に
な
る
と
途
端
に
意
味
不
明
に
な
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、「
着
衣
＝
カ
ウ
サ

理
論
」
の
本
体
は
既
に
見
た
よ
う
にD

. 2. 14. 7

に
基
づ
き
、
基
本
的
な
理
解
の
中
核
部
分
で
問
題
が
生
じ
て
い
る
と
言
え
る
。
問
題
は

お
も
に
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
と
他
の
契
約
へ
の
付
着
と
い
う
原
テ
キ
ス
ト
で
一
番
難
解
な
場
所
で
生
じ
て
い
る
。

「E
t sciendum

 est obligatio est iuris vinculum
 quo necessitate astringim

ur ad aliquid dadum
 et faciendum

, ut si quis 

ligatus fuerit astricus alicui ad aliquid, et ille alius ei ad aliquid contraligatus. E
st enim

 obligatio quasi contraligatio, 

et quatuor habet species quibus contrahitur et plura vestim
enta. C

ontrahitur enim
 re, verb

is, scrip
to, con

sen
su

, 

trad
ition

e, iu
n

ctra, quae om
inia dicuntur vestim

enta pactorum （
34
）.

そ
し
て
、
債
務
と
は
そ
れ
に
よ
り
我
々
が
必
要
的
に
何
か
ら
の
こ
と
を
与
え
た
り
為
し
た
り
す
る
よ
う
に
我
々
を
義
務
付
け
る
法
の
鎖

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
も
し
あ
る
人
が
あ
る
人
に
対
し
厳
密
に
何
ら
か
の
物
事
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
れ

ば
、
相
手
方
も
彼
に
対
し
何
ら
か
の
物
事
に
反
対
に
拘
束
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
債
務
と
は
あ
た
か
も
反
対
拘
束
で
あ
る
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quasi contraligatio

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
契
約
が
為
さ
れ
る
四
つ
の
種
類
が
あ
り
、
多
く
の
着
衣
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

契
約
は
物
、
言
語
、
文
書
、
合
意
、
引
渡
し
、
付
着
に
よ
り
為
さ
れ
、
こ
れ
ら
全
て
が
合
意
の
外
套
・
着
衣
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。」

こ
こ
で
訳
し
た
節
で
は
、「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
理
論
」
は
よ
り
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
初
に
述
べ
た
「
契
約
は
必
要
的
法
の

鎖
」
で
あ
る
に
続
く
部
分
は
恐
ら
く
は
第
五
の
着
衣
＝
カ
ウ
サ
で
あ
る
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
の
「
牽
連
性
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
そ
の
部
分

で
も
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
理
解
に
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
債
務
と
は
あ
た
か
も
反
対
拘
束
で
あ
る
か
ら
で
あ
るE

st 

enim
 obligatio quasi contraligatio

」
と
続
け
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
契
約
の
定
義
と
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
を
混
乱
し
て
述
べ
た
こ
の
部
分
が

権
威
的
テ
キ
ス
ト
と
し
て
有
効
な
契
約
に
お
け
る
カ
ウ
サ
論
＝
約
因
論
の
対
価
的
牽
連
性
に
繋
が
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、
ア
ゾ
の
標
準
的
な
六
つ
の
着
衣
が
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
要
物
契
約
」「
文
言
契
約
」「
文
書
契
約
」「
諾
成
契
約
」
の
ロ
ー

マ
法
契
約
の
基
本
四
類
型
と
、「
引
渡
しtraditio
」
と
称
さ
れ
る
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
の
「
対
価
的
牽
連
性
」、
ア
ゾ
で
は
「rei interventio

物
の
介
在
」
と
言
わ
れ
て
い
た
も
の
と
、
第
六
番
目
の
着
衣
と
し
て
の
「
有
効
に
契
約
と
し
て
成
立
す
る
先
行
契
約
へ
の
付
着
」、

「iunctra

接
着
」、
ア
ゾ
で
は
「cohaerentia contractus
」
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
基
本
線
で
は
ア
ゾ
の
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」

の
基
本
六
類
型
と
同
じ
で
あ
る
が
、
主
にD

. 2. 14. 7

の
第
五
番
目
の
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
の
牽
連
性
と
第
六
番
目
の
先
行
契
約
へ
の
付
着
に

関
し
て
重
複
し
て
論
じ
ら
て
い
る
上
に
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
自
身
細
部
の
テ
キ
ス
ト
理
解
で
は
非
常
に
混
乱
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

以
上
が
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
於
け
る
「
カ
ウ
サ
理
論
」
の
影
響
の
考
察
で
あ
る
。
こ
れ
が
言
う
な
れ
ば
第
一
の
カ
ウ
サ
論



一
八
六

の
影
響
の
波
で
あ
る
。
両
書
は
一
六
世
紀
の
活
版
印
刷
期
に
な
っ
て
再
度
印
刷
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
六
世
紀
中
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ

ル
は
一
五
五
五
年
に
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
一
五
六
九
年
に
活
版
印
刷
化
さ
れ
、
両
書
に
含
ま
れ
る
カ
ウ
サ
理
論
（
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
う
も
の
で
あ

る
が
）
も
影
響
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
の
カ
ウ
サ
理
論
の
影
響
の
波
の
リ
バ
イ
バ
ル
と
第
二
の
カ
ウ
サ
理
論
の
波

と
は
重
複
す
る
こ
と
と
な
る
。
シ
ン
プ
ソ
ン
に
よ
り
例
示
さ
れ
て
い
る
一
五
四
一
年
のL

yte v. P
eny

（1541

）
に
於
け
る
シ
ェ
リ
ー
判

事
に
よ
る
言
葉
「B

ut it is otherw
ise of a m

ere gift w
ithout any cause precedent.

し
か
し
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
先
行
す
る
カ
ウ

サ
無
し
に
は
単
な
る
贈
与
で
あ
る
（
つ
ま
り
強
行
で
き
な
い
（
35
）

）」
と
い
う
用
法
は
上
で
挙
げ
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
「O

bligatio autem
, quae 

est m
ater actionis, originem

 duicit et initium
 ex aliqua cau

sa p
raeced

en
te

し
か
る
に
、
訴
権
の
母
で
あ
る
と
こ
ろ
の
債

務
は
何
ら
か
の
先
行
す
る
カ
ウ
サ
・
原
因
か
ら
生
ま
れ
始
め
ら
れ
る
」
の
「
先
行
す
る
カ
ウ
サ
」
を
想
起
さ
せ
る
。

了

（
1
） F

. W
. M
aitland, W

hy the H
istory of C

om
m
on L

aw
 is not W

ritten, T
h

e C
ollected

 P
aper of  F

red
ric W

illiam
 M

aitlan
d ed. H

. 

A
. L
. F
isher vol. I 

（C
am
bridge, 1911

）, pp. 480-97.

（
2
） J. G
. S
auveplainne, C

od
ifi ed

 an
d

 Ju
d

ge M
ad

e L
aw
. T

h
e R

ole of C
ou

rts an
d

 L
egislators in

 C
ivil an

d
 C

om
m

on
 L

aw
 

S
ystem

s, 

（A
m
sterdam

, 1982

）.

（
3
） P
eter S

tein, “T
he C

ivil L
aw
 doctrine of custom

 and the grow
th of C

ase L
aw

”, in S
cin

tillae Iu
ris: S

tu
d

i in
 M

em
oria d

i 

G
in

o G
lora, 

（M
ilano, 1994

）, pp. 371-81.

（
4
） S

hael H
erm
an, “T

he U
ses and A

buses of R
om
an L

aw
 T
exts”, T

h
e A

m
erican

 Jou
rn

al of C
om

parative L
aw
, 29 

（1981

）, pp. 
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671-690.
（
5
） A

. W
. B
. S
im
pson, “T

he analysis of L
egal C

oncepts”, L
aw

 Q
u

arterly R
eview

, 80 

（1964

）, p. 535-59. A
lso see S

im
pson, 

T
he C

om
m
on L

aw
 and L

egal T
heory, L

egal T
h

eory an
d

 L
egal H

istory, pp. 359-82.

（
6
） F

. W
. M
aitland, T

h
e F

orm
s of A

ction
 at C

om
m

on
 L

aw
, 

（C
am
bridge, 1909

）.

（
7
） 

ロ
ー
マ
契
約
法
と
英
米
契
約
法
の
一
般
的
比
較
研
究
は
、T
ony W

eir, “C
ontracts in R

om
e and E

ngland”, T
u

lan
e L

aw
 R

eview
, 66 

（1992

）, pp. 1615-1648.

（
8
） J. H

. B
aker, A

n
 In

trod
u

ction
 to E

n
glish

 L
egal H

istory 3rd. ed. 

（L
ondon, 1990

）, p. 365.

（
9
） 

こ
れ
ら
の
要
式
はJ. H

. B
aker, op. cit., pp. 360-73.

か
ら
全
て
引
用
し
た
。

（
10
） W

illiam
 M
. M
cG
overn, “C

ontract in M
edieval E

ngland: T
he N

ecessity for Q
u

id
 pro qu

o and a S
um
 C
ertain”, T

h
e 

A
m

erican
 Jou

rn
al of L

egal H
istory, 13 

（1969

）, pp. 173-201, esp. p. 173-74.

「
引
き
受
け
訴
訟
」
以
前
の
無
方
式
合
意
の
保
護
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
。

W
illiam

 M
. M
cG
overn, “T

he enforcem
ent of Inform

al C
ontracts in the L

ater M
iddle A

ges”, C
aliforn

ia L
aw

 R
eview

, 59 

（1971

）, pp. 1145-1193; “T
he enforcem

ent of O
ral C

ontracts prior to A
ssum

psit”, N
orth

w
estern

 U
n

iversity L
aw

 R
eview

, 65 

（1970

）, pp. 576-614; “C
ontract in M

edieval E
ngland”, Iow

a L
aw

 R
eview

, 54 

（1968

）, pp. 19-62; M
. S
. A
rnold, “F

orteen C
entury 

P
rom
ises, C

am
brid

ge L
aw

 Jou
rn

al”, 36 

（1976
）, pp. 321-34.

（
11
） R

om
unaldo T

rifi ne, L
a ‘stipulatio’ nelle dottorine dei glossatori, S

tu
d

i in
 on

ore d
i E

n
rico B

esta vol. I 

（1939

）, p. 171; 

W
infried T

rusen, Z
ur G

eschichte des M
ittelalterlichen N

otariats, Z
S

S
, 98 

（1981

）, p. 369. Z
im
m
erm
ann, O

bligation
s, pp. 546-7.

（
12
） D
avid Ibbetson, W

ords and D
eeds: T

he action of C
ovenant in the R

eign of E
dw
ard I, L

aw
 an

d
 H

istory R
eview

, 4 

（1986

）, p. 

83.

そ
れ
に
反
対
す
る
見
解
と
し
てR

. C
. P
alm
er, C

ovenant, Ju
sticies W

rits and R
easonable S

how
ings, 31 A

m
erican

 Jou
rn

al of 

L
egal H

istory 

（1987

）, p. 102.

（
13
） 

こ
の
概
念
を
最
初
に
創
出
し
た
の
は
一
六
世
紀
の
ド
ネ
ル
ス
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
扱
う
中
世
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
の
関
わ



一
八
八

り
に
お
い
て
は
無
意
味
で
あ
る
。

R
 F
eenstra, “D

om
inium

 and ius in re aliena: T
he O

rigins of a C
ivil L

aw
 D
istinction”, in N

ew
 P

erspectives in
 th

e R
om

an. 

L
aw

 of P
roperty, ed. P

. B
irks, 

（O
xford, 1989

）, pp. 111-122.

（
14
） A

zo P
ortius, S

u
m

m
a In

stitu
on

u
m
 to I, 1. 2. 1, no. 6. G

ordley, p. 43.

（
15
） P

eter S
tein, “T

he V
acarian S

chool”, Jou
rn

al of L
egal H

istory, 13 

（1992

）, pp. 23-31.

近
時
の
貴
重
な
研
究
と
し
てJason 

T
aliadoros, L

aw
 A

n
d

 T
h

eology in
 T

w
elfth

-C
en

tu
ry E

n
glan

d
: T

h
e W

orks of M
aster V

acariu
s 

（C
. 1115/1120-C

. 1200

）, 

（B
repols P

b., 2007
）.

（
16
） T

hom
as E

dw
ard S

crutton, “R
om
an L

aw
 in G

lanvill”, in T
h

e In
flu

en
ce of th

e R
om

an
 L

aw
 on

 th
e L

aw
 of E

n
glan

d, 

（C
am
bridge, 1885

）, pp. 74-77.

（
17
） 

T
ractatu

s d
e L

egibu
s et C

on
su

etu
d

in
ibu

s R
egn

i A
n

glie qu
i G

lan
villa vocatu

r, X
, 3; G

lanvill edited. G
. D
. G
. H
all 

（L
ondon, 1965

）, p. 117-8.

ホ
ー
ル
に
よ
る
同
所
の
前
書
き
解
説H

all, Ibid, p. xxxvii-viii.

も
参
照
せ
よ
。

（
18
） G

lanvill by H
all, p. 117.

（
19
） F

or usury see G
lanvill V

II, 16, by H
all, p. 89, 117, 124.

cf. R
. H
. H
elm
holz, “U

sury and the m
edieval E

nglish C
hurch courts”, S

pecu
lu

m
, 61 

（1986

）, pp. 364-80.

（
20
） F

rancis D
e Z
ulueta and P

eter S
tein, T

h
e T

ea
ch

in
g of R

om
a

n
 L

a
w

 in
 E

n
gla

n
d

 a
rou

n
d

 1200, S
eld

en
 S

ociety 

S
u

pplem
en

tary S
eries V

ol. 8, 

（L
ondon, 1990

）.

こ
の
文
献
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
最
初
の
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
論
ず
る
時
、
不
可
欠
で
あ
る
。

シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
出
版
以
前
に
一
九
六
一
年
に
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
り
当
時
の
ロ
ー
マ
、
カ
ノ
ン
法
と
の
比
較
研
究
が
存
在
す
る
。H

ort 

K
aufm

ann, ‘C
ausa debendi’ und ‘causa petendi’ bei G

lanvill sow
ie im

 R
öm
ischen und kanonischen R

echt seiner Z
eit, 17 T

rad
itio 

（1961

）, p. 107.

（
21
） G

lanvill by H
all, p. 1.

（
22
） D

e Z
ulueta and S

tein, Ibid, p. 1.
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（
23
） H

erm
ann K

antorow
icz, B

racton
ian

 problem
s: bein

g th
e n

in
th

 lectu
re on

 th
e D

avid
 M

u
rray fou

n
d

ation
 in

 th
e U

n
iversity 

of G
lasgow

, 

（G
lasgow

, 1941

）.
（
24
） H

enry S
um
ner M

aine, A
n

cien
t L

aw
 Its C

on
n

ection
 w

ith
 th

e E
arly H

istory of S
ociety, an

d
 Its R

elation
 to M

od
ern

 Id
eas, 

（L
ondon, 4

th ed., 1870

）, p. 82.

‘A
nd to take a phenom

enon of sm
aller interest, it assists us, though only partially, to understand the plagiarism

s of B
racton. 

T
hat an E

nglish w
riter of the tim

e of H
enry III should have been able to put off  his countrym

en as a com
pendium

 of pure 

E
nglish law

 a treatise of w
hich the entire form

 and third of the contents w
ere directly borrow

ed from
 the C

orpus Juris, and 

that he should have ventured on this experim
ent in a country w

here the system
atic study of R

om
an L

aw
 w
as form

ally 

proscribed, w
ill alw

ays am
ong the m

ost hopeless enigm
as in the history of jurisprudence.’

（
25
） F

. W
. M
aitland, S

elected
 P

assages from
 th

e w
orks of B

racton
 an

d
 A

zo, S
eld

en
 S

ociety V
olu

m
e V

III 

（L
ondon, 1895

）.

（
26
） K

arl G
üterbock, B

racton
 an

d
 h

is relation
 to th

e R
om

an
 law

: A
 con

tribu
tion

 to th
e h

istory of th
e R

om
an

 law
 in

 th
e 

m
id

d
le age, 

（P
hiladelphia, 1865

） translated from
 G
erm
an original 

（1861

） by B
rinton C

oxe.

（
27
） F

ritz S
ultz, C

ritical S
tudies on B

racton’s T
reatise, 54 L

aw
 Q

u
artrely R

eview
 

（1943

）, pp. 172-180; F
ritz S

ultz, B
racton 

and R
aym
ond de P

eñafort, 56 L
aw

 Q
u

artrely R
eview

 

（1945

）, pp. 286-92. C
f. C
harles D

uggan, T
w

elfth
-cen

tu
ry d

ecretal 

collection
s an

d
 th

eir im
portan

ce in
 E

n
glish

 h
istory, U

n
iversity of L

on
d

on
 H

istorical S
tu

d
ies vol. 12 

（L
ondon, 1963

）.

（
28
） 

本
書
は
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
書
が
再
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

T
heodore F

rank T
hom
as P
lucknett, A

 con
cise h

istory of th
e com

m
on

 law
, 

（1929

）, p. 257.

‘M
anuscripts of G

lanvill continued to be copied as usuful book for the next hundred years-even after B
racton’s m

uch larger 

（but m
uch m

ore costly and diffi  cult

） treatise available. A
ttem
pts to re-edit G

lanvill seem
 never to have got beyound the stages 

of private experim
ents w

hich did not reach the general public-at least, in E
ngland: in S

cotland, how
ever, a m

uch revised 

version of G
lanvill becam

e infl uential under the  title of its opening w
ords, R

egiam
 M
aiestatem

.’



一
九
〇

（
29
） H

. G
. R
ichardson, “R

om
an L

aw
 in the R

egiam
 M
aiestatem

”, Ju
rid

ical R
eview

, 67 

（1955

）, pp. 155-87; H
. G
. R
ichardson, 

B
racton

: th
e problem

 of h
is text, S

eld
en

 S
ociety S

u
ppl. S

er. II 

（1965

）, p. 18.
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
同
書
で
は
ア
ゾ
、
タ
ン
ク
レ
ッ
ド
、
ペ
ニ
ャ
フ
ォ
ー
ル
と
い
っ
た
よ
う
に
ブ
ラ
ク
ト
ン
と
同
じ
ソ
ー
ス
が
使
わ
れ
て
る
と
論

じ
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
そ
の
意
味
で
同
じ
学
派
に
属
し
て
い
る
と
論
じ
た
が
、
シ
ュ
タ
イ
ン
はR

egiam
 M
aiestatem

の
ソ
ー
ス
は
ト
ラ
ー
ノ
の
ゴ
フ

レ
ー
ド
ゥ
スG

off redusof T
rano

のS
um
m
a D
ecretalium

で
あ
り
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
と
っ
て
は
使
用
に
は
若
干
遅
す
ぎ
そ
の
意
味
で
ブ
ラ
ク
ト

ン
は
特
異unique
で
あ
る
と
す
る
。

P
. S
tein, R

om
an

 L
aw

 an
d

 E
n

glish
 Ju

rispru
d

en
ce Yesterd

ay an
d

 T
od

ay: A
n

 In
au

gu
ral L

ectu
re by P

eter S
tein, 25pages, 

（C
U
P
: C
am
bridge, 1969

）, note 3.

（
30
） B

racton, D
e L

egibu
s et C

on
su

etu
d

ion
ibu

s A
n

gliae ed. G
. E
. W
oodbine and S

. E
. T
horne 

（1968-77

）, vol. II, p. 282.

（
31
） A

ndré-Jean A
rnaud, L

es origin
es d

octrin
ales d

u
 C

od
e civil fran

çais, 

（P
aris, 1969

）, S
ec. II, n. 1. L

a transform
ation du 

plan des <<Institutes>>, pp. 130-134; P
eter S

tein, “T
he F

ate of Institutional S
ystem

”, in H
u

ld
igin

gsbu
n

d
el P

au
l van

 

W
arm

elo, eds. J. van der W
estthuizen, P

. J. T
hom
as, et als, 

（P
retoria, 1984

）, pp. 218-27.

（
32
） B

racton by T
horne, vol. II, p. 283.

（
33
） T

oshiya K
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